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訪問介護（ホームヘルプサービス）とは，訪問介護員が利用者の自宅を

訪問し，入浴・排泄・食事・通院等の付添い介助を行う「身体介護」と，

調理・洗濯・掃除等を行う「生活援助」の提供により，在宅生活の継続を

支えるためのサービスです。 

訪問介護は，生活上のアドバイスや精神的なサポートまでもが期待され

るため，単なる家事代行業ではなく，個人がそれまでの人生で培ってきた

生活習慣や文化，価値観を尊重し，生きることの喜びを見出せるよう予防

的な対処によってＱＯＬ（生活の質）の維持・向上を目指します。 

利用者の心身の状態の変化を鋭く観察すると共に，必要時には即座に他

職種との連携を取ることで，できる限り長く在宅での生活を満喫できるよ

う，また，生活援助においてもホームヘルパーへ依存しすぎることがない

よう十分注意し，自立を促す援助を提供することが重要だと考えています。 

介護保険制度の開始から現在に至るまで，私たちホームヘルパーの現場

は，簡単には解決できない問題で溢れています。人材不足はもちろんのこ

と，対人援助で起こる問題，例えば，同居家族がいる場合の生活援助の限

訪問介護（ホームヘルプサービス）について 



界と対応，閉ざされた空間で利用者から受ける暴力やセクハラ等の長年に

わたる課題から介護保険法の改正で新たに発生する問題まで対応するた

めにも，私たち自身が介護保険制度について正しく理解・実践し，制度の

在り方を伝えていくことが必要と考えています。 

 

 

＜函館市医療・介護連携支援センターからのお知らせ＞ 

当センターの医療・介護連携マップに掲載されている訪問介護に関しては，下記の手順で検索

可能です。 

皆さま，ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここをクリック 

 訪問介護 

をチェック 

 サービス対応エリア

をチェック 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
訪問介護ステーションの中には，通院等乗降介助 やたん吸引 等の支援を行っているところ

もあります。 

注 1）参考：通院等乗降介助とは「ホームヘルパーが運転する車両への乗降の介助」，「乗降前後

の屋内外における移動等の介助」及び「外出先での受診等の手続き，移動等の介助」

を一連のサービス行為として行うものとなります。介護保険サービスでの通院等

乗降介助の対象者は「要介護 1から 5の認定を受けている」「ケアプランに必要性

が位置づけられている」という2つが明確に決まっていることが条件になります。 

注 2）たん吸引を実施するためには，必要な研修を受講した介護職員が対応することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索したい項目をチェックして，「一覧を表示」をクリックすると対応している

訪問介護の一覧がでます 

医療・介護連携マッ

プの使い方について        

紹介動画があります 

こちらから👉医療・介護連携マップ 

 

注 1） 注 2） 

対応可能な体制等 

をチェック 

https://hakodate-ikr.jp/information

